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午前１１時５２分 開会 

○今城分科会長 ただいまから予算決算委員会都市経済分科会を開会いたします。 

 先ほどの本会議で予算決算委員会に付託された議案のうち、当分科会の審査担当とされ

ました議案１件について審査をいたします。 

 経済部所管について審査をいたします。 

 議案第７９号、令和２年度米子市一般会計補正予算（補正第７回）のうち、経済部所管

部分を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 
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 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 そういたしますと、令和２年度米子市一般会計補正予算（補正第７回）

につきまして、経済部関係を一括して説明いたします。説明に当たりましては、歳出予算

の事業の概要により御説明いたします。 

 それでは、事業概要の５ページをお開きください。まず、下段になります。商工業振興

費の商工業振興資金貸付事業として９２億７,３５０万８,０００円計上しております。こ

れは、鳥取県との協調により実施する商工業者向けの融資制度に係る資金の預託額を増額

しようとするもので、新型コロナウイルス感染症の影響により、地域経済変動対策資金を

はじめとする制度融資の件数が非常に多く、今後も大幅な利用増加が見込まれることから、

予算を補正し対応しようとするものです。 

 続いて、６ページ上段を御覧ください。商工業振興費の飲食業等設備投資応援事業とし

て４,５００万円計上しております。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大で影響を受

けた飲食業等の設備投資に係る店舗改修費や業態転換に要した経費等を助成するもので、

５月中旬の申請開始から現在まで多くの申請があり、今後の相談も多く受けていることか

ら、予算を補正し対応しようとするものです。 

 続いて、同ページ下段、観光費の宿泊業緊急支援事業として２,０００万円計上しており

ます。これは、来客数が減少している宿泊業の支援のため、米子市民が宿泊または飲食し

た際の利用金額のうち半額を助成するものでございます。６月１６日から事業を開始して

おりますが、見込みを上回る利用状況であることから、予算を増額補正し対応するもので

ございます。 

 続いて、７ページを御覧ください。上段、観光費のテレワーク環境整備推進事業として

３７５万円計上しております。これは、今後サテライトオフィスの設置やテレワークの推

進などの多様な働き方の拡大が見込まれ、その受皿となるために市内宿泊施設が進める宿

泊施設利用者のためのテレワーク環境整備等の取組に対し補助を行い、支援する事業でご

ざいます。６月１１日から申請受付を開始しておりますが、申請事業者が見込みを上回る

ため、予算を増額補正し対応するものでございます。 

 続いて、７ページ下段、観光費のＧｏＴｏＴｒａｖｅｌキャンペーンＰＲ強化事業とし

て３３０万円を計上しております。これは、国によるＧｏＴｏトラベルキャンペーンの実

施に合わせて、インターネット上で取引を行う旅行会社のホームページ上において、米子

市及び鳥取県西部地域などの観光資源を紹介する特集ページを作成し、旅行者に向けたＰ

Ｒを強化し、観光入り込み客数及び宿泊客数の回復につなげようとするものです。 

 続いて、１０ページを御覧ください。上段、社会教育総務費の芸術文化活動応援事業と

して４００万円計上しております。これは、公演等の開催促進と芸術文化活動の継続を支

援し振興を図るために、新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインを遵守し、入場料

等を徴収しない芸術文化公演や展覧会等を開催する主催者に対して、対象施設使用料を５

０％減額するものです。 

 次に、１０ページ下段、社会教育総務費のイベント開催促進事業として３,０００万円を

計上しております。これは、イベントの開催促進を図るために、新型コロナウイルス感染

拡大予防対策として入場者制限を行う有料イベント主催者に対して、減収となった入場料

の支援を行おうとするものです。 
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 続いて、１１ページを御覧ください。上段、文化財保護費の文化財等管理事業として２

２万４,０００円を計上しております。これは、所有者の一元化を行い、史跡整備の円滑な

推進を図り、利活用に資するために、市史跡尾高城跡内の県有地と国史跡むきばんだ遺跡

内の市有地を交換するための差額を補正し対応するものです。 

 続いて、１１ページ下段、体育振興費の地域プロスポーツ緊急支援事業として３０４万

２,０００円を計上しております。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により中止、

延期を余儀なくされていたプロスポーツの活動継続を支援するため、本市をホームタウン

とするガイナーレ鳥取の市内でのホームゲームについて、感染予防対策に伴う入場者制限

によるチケットの収入減額分の２分の１を助成するものです。 

 以上が今回の経済部所管部分の令和２年度一般会計補正予算の概要でございます。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○今城分科会長 当局の説明が終わりました。 

 委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。よろしいですかね。質問がございます

よね。 

そうしましたら、暫時休憩をさせていただきたいと思います。それでは、経済部所管の

審査を午後からにいたします。暫時休憩いたします。 

午後０時００分 休憩 

午後１時００分 再開 

○今城分科会長 予算決算委員会都市経済分科会を再開いたします。 

 当局の説明が終わりましたので、委員の皆様の質疑、御意見をお願いいたします。 

 岡村委員。 

○岡村委員 何点かお尋ねしたいと思います。 

 まず、この事業の概要の５ページの下段なんですけども、商工業振興資金貸付事業につ

いてお尋ねしたいと思います。まず、これは補正前と比べて倍以上の事業規模に膨らんで

るわけですけども、こういった規模になったのはどういった理由なのか、具体的に何か数

字がありましたら教えていただきたいと思います。 

○今城分科会長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 預託の額が増えたという原因につきましてでございます。状況につきま

して御説明いたします。コロナウイルス感染症の影響もあり、例年に比べて非常に多くの

融資が実行されているという事実がございます。融資額としては、５月末までで約１００

億円、これは預託額にしますと約２２億円でございます。６月の実行額が１１６億円の融

資額、預託額でいくと２７億円というふうになっておりまして、昨年に比べて８倍程度の、

融資額でいうと比率が上がっております。これは、コロナウイルス感染症の影響による地

域経済変動という制度の融資が非常に多く利用されているということが原因になっている

と思っております。増える状況といたしましては、そういうことだと見ております。 

○今城分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 今おっしゃった制度融資についてですけども、これは主にどういった業種と

か、例えば事業規模としてどういった方の事業者が活用されてるか、何か特徴的な点って

いうのはあるんでしょうか。 

○今城分科会長 毛利商工課長。 
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○毛利商工課長 現在、先ほど言いましたコロナウイルス感染症の影響による地域経済変

動対策資金につきましては、鳥取県の信用保証協会のほうからいろいろな資料をもらう中

で、その業種についても見ておりますけれども、ほぼ業種の偏りはなく、全般的に利用さ

れているというふうに見ております。事業規模ですね、規模については、ちょっとそこま

での把握というのはできておりません。 

○今城分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 分かりました。 

 続きまして、次のページの、６ページの飲食業等設備投資応援事業についてお伺いしま

すけども、これも補正前に比べて倍以上の膨らみと、事業規模になってるといったことな

んですけども、先ほど５月中旬から申請を受け付けてるというふうにおっしゃったわけで

すけども、これは現在のところどの程度の申請件数になっているのかっていうのが分かり

ますでしょうか。 

○今城分科会長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 飲食業等設備投資応援事業につきましては、現在９１件の申込みを受け

ているところでございます。 

○今城分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 現在９１件ということですけども、トータルとするとどの程度まで受け付け

ることができる、可能だというふうになるんでしょうか。 

○今城分科会長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 これが、補助上限額としては１件当たり７５万円の上限をつけておりま

すが、先ほど言った９１件も、全てが補助上限までいっているわけではありません。なの

で、あくまでも推計でございますが、今回の補正でおよそ６０件分程度の増を見込んでい

るというところでございます。 

○今城分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 合わせて１５０件近くの事業に対して応援するといったことで、ぜひ地域の

商工業のコロナ感染症対策という形で応援していただきたいというふうに思います。 

 最後に、ＧｏＴｏＴｒａｖｅｌキャンペーンＰＲ強化事業についてお尋ねしたいという

ふうに思います。今、首都圏や大阪なども含めて、都市部で感染症が広がりを見せてると

いった、こういった状況の中で、こういうＧｏＴｏの効果っていうのは一時的、限定的で

はないかというふうに言われてる部分もあるんですけども、これについてはどういうふう

に分析されてますでしょうか。 

○今城分科会長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 ＧｏＴｏキャンペーンについてでございますけども、これにつ

きましてＰＲ事業を計画しているところでございますけども、この事業を行うことにより

まして、地域の魅力、こういうものがあるというのを全国にまずはＰＲするということが

一つでございます。そこでこの地域のことを知っていただいて、それに対して来ていただ

くと。安心な地域であるということも含めて、多くの方に来ていただけるんではないかと

いうふうに考えております。 

○今城分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 いろんな方に来ていただきたい、平常時だったらそういうふうなことが言え
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るんですけども、こうしたコロナ感染が広がっている中で、どうぞどうぞと、全部ウエル

カムですよというふうなことっていうのはいかがなもんかなというふうに私は感じており

ます。そういった中で、やはり呼び込みに当たっては様々な形で感染症防止対策っていう

か、そういったものっていうものも市としてもできる限りの手だてを打つことが必要だと

いうふうに思うわけですけども、例えばＰＲするにしても、そういった点についてどう徹

底するのかとか、それとかまた地域の観光業者の方にどういうふうな形で徹底するのか、

そういった点、今具体的にどういうふうにお考えなのかお尋ねします。 

○今城分科会長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 ＰＲを実施いたします際には、例えば体調不良の方には旅行を

控えていただくような呼びかけをしたりですとか、あるいはこちらで受入態勢としてホテ

ル、旅館等できちんと事前にチェックできるような態勢をする、消毒体制を万全にすると

いったような受入態勢の整備といったことと併せてやっていきたいと考えております。 

○今城分科会長 岡村委員。 

○岡村委員 ぜひそういった点について、やはりこういった事業によって感染が当地でも

広がるということがないように、万全の対策というか手だてを取っていただきたい。私ど

もは今この時期にやるべきなのかといったことについて非常に懐疑的なんですけども、や

るからにはこういった点をぜひ抜かりなく徹底してやっていただきたいということを要望

しておきたいと思います。 

○今城分科会長 ほかにはございませんか。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 商工業振興資金の貸付事業、今、岡村委員からも御指摘がありましたけども、

これ貸付金っていうふうになってるんですが、債権債務でいったらどういう形になるもん

なんですか、これ。市の債権債務でいったらどういう形になるんですか、貸付金っていう

のは。貸付金ですけん、これは債権でしょう、違いますか。 

○今城分科会長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 前々からある制度でございまして、ちょっとその債権債務にどういう形

で当たるのかっていうことなんですけども、今日、予算決算委員会のほうでも御答弁申し

上げましたけども、融資実行が行われてから、市のほうで金融機関に一定の割合に乗じた

預託額を預けていくと。これを継続分は残った融資額に対する預託を年度当初にしていく。

それから、新規のものについては、その都度都度出てくるわけですから、それに対応する

預託額を金融機関に預託、預けていくと。実態としては、年度末、３月３１日に預けた預

託額は一旦、市のほうに金融機関から返していただいて、継続分は再度また新年度当初に

預託をしていき、そして年度中途の新規分はまた預託として金融機関に預けていくと、そ

ういった形でございます。それが債権債務ということになりましょうかどうかというとこ

ろでございますけども、実態としてはそういう形で、市の資金をキャッシュフローの中で

捻出して金融機関に預ける、そして年度末に返していただいて、継続分は年度当初にまた

預けていき、新規預託はその都度都度、月締めで金融機関に預けていく、こういった仕組

みで運用をやっているという状況でございます。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 これは前にも議論したことがあるんですけども、明確な僕は説明にいまだか
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つてなってないということで不満を抱いているんですけども、状況は分かりますよ、慣例

的にこういうものが行われてきたというのは。片山知事さんも本に書いてらっしゃいます、

こんな不思議なことをやってるなっていって言ってらっしゃいましたけども、それは置く

としても、私が気にするのは、この貸付金が債権だった場合には、公債権なのか私債権な

のかという仕分が出てくるわけですよね。そうすると、仮に滞納になったときにはどうい

うふうにするのかという問題も出てくるんじゃないかと思って、非常に金額が大きくなっ

てきてますから、１８０億と、そういうことの心配をしてるわけですが、そういう心配は

要らないんですか。 

○今城分科会長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 本来ですと、預託したときには資金を金融機関に預けるわけですから、

利息というものを、利子というものがついてくる。その利子分を、逆に言うと、制度融資

の中で少ない、低い利率にしていただく、そういうとこで運用をしていただいておるわけ

です。実態といたしましては、その利子を受け取らないので、各金融機関に関しては、例

えばその金融機関が倒産したなりっていうときのセーフティーネットの関係がありますけ

ど、これ、たしか上限が、それぞれで上限設定があったかと思いますけど、その対象には

ならない。要するに、その利息を受け取らないことによって、預けた融資については全額

担保されているというふうな認識でおります。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 ちょっと分かりにくいんですけど、今までの貸し付けた分の滞納というのは

あるんですか、件数が。全くそういうことは処置はされてないんですか。例えば、今説明

があったような県の信用保証協会で全部負担してごいてるんで、市には一切負担というも

のは生じてないということなんですか。 

○今城分科会長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 預託につきましては、預けたものは全額年度末に同額を返していただい

ておる。おっしゃってるのは債務保証のことかなと思いますが、これにつきましては、今、

小口融資に関しては市の債務保証の責任割合、信用保証協会がほとんどもたれますけど、

市は債務保証の１０％程度を確か負担しているということで、仮にその事業者が返済でき

なくて、その部分の債務が残っていた場合には、小口融資に関しては、記憶ですけども、

１０％程度の市の債務保証の責任割合が生じてくる。その他の県市協調の制度融資につい

ては、保証協会なり県が負担しておられて、市のほうにそういったものは生じてこないと

いう内容でございます。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 極端な言い方しますと、例えばこれが今１８０億なんですが、３００億、４

００億になっても心配はないというふうに理解しちゃっていいですか。 

○今城分科会長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 小口融資以外の部分についての市のそういった債務保証の責任は生じ

てこないということでございます。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 そこで伺いますけど、この財源を見ると、その他財源ということになってま

すよね、この９２億７,３５０万８，０００円は。このその他財源というものは何に値する
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んですか。というのは、午前中の岡田委員さんの質問のやり取りの中で、総務部長が、財

政が逼迫してくるんじゃないの、これだけ大きな予算を使うということの話の中で、僕の

聞いてるのが正しかったかどうかは分かりませんけども、総務部長は、財政が非常に逼迫

してくれば、臨時債とか一時借入金とかそういうもので対応してまいりますというような

話をされたんですけども、この財源は一時借入金というようなものが入っておるんですか、

これ。 

○今城分科会長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 この融資額の補正額、あるいは当初予算額については、その一時借入れ

の利息、こういったものは含んでいないということでございまして、仮にその一時借入金

が出れば、それは別途の費目として予算に計上されるべきものというふうに理解をしてお

ります。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 ということは、補正前と比べて１８０億、これ、預託が１８０億、米子市の

今の財政規模で銀行に単独のお金で預けておられるということですよね。それだけの余裕

があるということですよね、逆に言えば、預託するだけの。 

○今城分科会長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 全体の市のそういったキャッシュフローの中で、市の持っているキャッ

シュについて、極力それは一借が生じないように預託として金融機関に出しているという

ふうに理解しておりますが。今までもそうであったというふうに思っておりますが、今回

のようにこれぐらいの規模の預託額が出てくれば、キャッシュの部分が不足してくる状態

もあり得るというふうに思っております。その辺りは財政なり会計課のほうで、しっかり

とキャッシュフローの中で極力一借が発生しないような運用はしているというふうに思っ

ておりますが、具体的に実際預ける資金がない場合には、一時借入金も発生してくるとい

うふうに理解をしております。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 分かったような話をこれが掘り下げてみてもどうしようもないですけどね、

この事業の在り方そのものの、一般会計でくくること自身に疑問をずっと以前から抱いて

いるんです、私は。これが特別会計ぐらいで処理すべき内容なもんじゃないかというふう

に言うんだけど、それは逆に予算が分散したことで見にくいだとかなんとかへ理屈を述べ

ていらっしゃいますけど、私はこの財源の在り方を含めて、事業の在り方を含めて、一般

会計で処理するということについては限界に来ているんじゃないかということを今回の大

きなこの予算額によって私は感じております。だから、そういうことについて今後検討で

きるかどうか、要望しておきます。 

 それと、６ページの飲食業等設備投資応援事業、ここで、今、岡村さんも議論されまし

たけど、私、ここで気になるのは、必要な設備投資の施設改修等にあたるということなん

だけども、これの審査基準というか、あるいは審査体制、これはどういうふうになってい

るんですか。 

○今城分科会長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 今回の設備投資応援事業の審査につきましては、感染症予防の店内の改

装等、それから業態ですね、例えばテークアウトを始めていくためのいろいろな経費とい
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うようなものを対象としていることでございまして、書類にそういったやっていくことを

書いていただく申請書をチェックをさせていただきながら審査をし、決定をしているとい

うところでございます。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 その審査をされる体制っていうのは、どこでどういうふうになるんですか。

市が直接やるんですか、担当課があって。 

○今城分科会長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 担当課で行っているところでございます。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 何でそういうことをこだわるかというと、以前に、たしかこれ都市経済委員

会だったと思うけども、国の補助金があって、間違って２億円だか返還したという事件が

ありましたよね、事件っておかしいけども、誤差が。だけん、僕はそういうことがどこで

起きたかというと、担当課の窓口でやっておきながら、それが起きたんですよね。そうい

うことがあるもんですから、いっても税金ですからね、これ交付金といえども、その税金

がどういうふうに正しく使われておるのかということの流れがきちんと確認できるかどう

かなということをあえて疑念を持ったもんですからお尋ねしたわけです。その辺の審査体

制というかを含めて、きちんとできてるということでいいですね。 

○今城分科会長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 要綱に対象経費の項目を記載して、その部分に当たるようにきちっと審

査をしているところでございます。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 それから、次、宿泊業緊急支援事業、私の新聞報道の読み間違いであったら

ごめんなさいと言わなきゃいけませんけども、それをたしか二、三日前だったかなと思っ

たんですけども、新聞報道によると、この４,０００万円の補正前の予算に対して、実際に

今支出されてるのは２,６００万円だかというような記事が載っとったような記憶がある

んですけど、そうではなかったですかいな。私はそういう何か新聞を読んだ気がするんで

す。 

○今城分科会長 田仲観光課長補佐。 

○田仲観光課長補佐兼観光戦略担当課長補佐 議員御指摘のとおり、３日前ぐらいの新聞

だったと思いますけども、現在の状況で２,６００万程度ということで報道されてたかと思

います。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 いや、そうすると、補正前の４,０００万がまだ消化できんのに、さらに２,

０００万円追加するというと、何となくちょっとしっくりこないんだけども、この辺のと

こはどう見込んだ上でこういうことになるんですか。 

○今城分科会長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 利用状況を毎日チェックしておりまして、それから推計してい

きますのに、７月末まで実施いたしますと約２,０００万ぐらい足りないのではないかとい

う計算をしたところでございます。 

○今城分科会長 遠藤委員。 
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○遠藤委員 ちょっと分かりにくかったけど、僕が今前段のところで尋ねたのは、担当課

の人も確認されておられるけども、４,０００万の補正前の分がまだ半分ぐらいしか消化で

きてないというところで２,０００万円追加するというのはどういう意味ですかというこ

とを聞いてるわけですよ。 

○今城分科会長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 ７月１９日の時点で、約３,４００万の利用がございます。こ

れで推計していきますと、恐らくプラス２,０００万ぐらいの不足が出てくるんじゃないか

ということで計上したものでございます。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 岡さんな、そのしゃくし定規で話してもらったって訳が分からんだけども、

新聞報道のものと、この分の追加の関係の違いというのはどこにあるわけ。新聞報道は５

割しかまだ補正前は使ってなかったということになっとるわけだで。だけど、今回はそれ

が足らんけん、２,０００万追加せないけんていうことでしょう。そうじゃないわけ。 

○今城分科会長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 私のほうからお答えします。私もその新聞記事見ました。遠藤委員のおっ

しゃってる記事を見た記憶があります。今、岡局長のほうからもお答えしましたが、担当

課のほうでは日々の集計をつくってまして、それで管理してます。新聞記事、これは私、

確認したわけじゃありませんので、私の理解だということでお聞きいただきたいんですが、

新聞記事に報道されたのはその時点、記者さんが取材されたその記事を書かれる前日か

前々日の時点での支払い済額、つまり請求書がやってきて、店舗から、それを払った額が

２,６００万ということだと思いますが、それは御案内のとおり、実際に消費が起きて、店

舗がそれをまとめて、日々請求されるとこもあるかもしれませんが、ある程度まとめて請

求されるところもありますので、実際に日々店舗から上がってくるもの、消費が出てるも

のと、それから実際に市が払うまで、それから支払いの手続も若干要りますので、タイム

ラグがあります。したがって、新聞記事に書かれた時点で２,６００万っていうのはある意

味正しい数字なんですけど、それは支払い済額がそうだというだけの話で、恐らくその時

点でももっと実際の店舗での消費は進んでますので、それで、先ほど岡局長が申し上げた

とおり、７月１９日時点ですか、でもう既に３,４００万と。その日計をずっと追いかけて

いくと、大体１日当たりどれぐらい消費されてるという平均値が出てきますので、その率

で月末まで延ばすと、もう２,０００万ぐらいちょっと足らないという見込みを立ててると

いうことであります。以上です。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 分かりましたが、もう一つ、これ前からも議論の中にさせていただいており

ますけども、問題は今回のコロナ感染による経済的な対策、それに伴って国を含めて大き

く税金を投入してるわけですけども、米子市の場合も同じようにその形でやるわけですが、

私はここで大事なことは、将来にわたって、当時どういうような形の状況の中でそういう

対策をやったんだっていうような検証のできるような、僕は情報収集というか、そういう

ものは非常に重要になってくるんじゃないかと思っているんですよ。そういうことを考え

ると、例えば倒産件数がどうであったとか、雇用者がどうであったとか、それから休業店

舗とか廃業店舗とか、そんなものの僕は経済的な支出といいましょうか、社会的な支出と
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いいましょうか、そういうものがあった中でこういうような対策を取ってきたんだという

ような歴史的な検証ができる情報収集というのをきちんとやっておかれるべきじゃないか

と思うんですが、それについてはやっておられるんですか。 

○今城分科会長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 現下のコロナ禍の状況でございます。そういった意味で、今後も様々な

状況の変化があり、あるいは国の施策対応もそのコロナ禍の状況によって変化をしてくる

であろうというふうに思っております。したがいまして、今このコロナ禍にあっては、現

状の状態がどうなのか、そして少し終息のほうは今見えておりませんので、ある程度近い

将来の状況がどう変化していくのか、そういったものは午前中の予算委員会で岡田議員さ

んの御質問にも御答弁させていただきましたが、しっかりと地域経済の状況は把握してい

くと。それから、国なり県の対応がどう変わっていくのか、それも注意深く注視して、本

市としてどういう、その状況に合わせた対応策をスピーディーに対応していくのか、そう

いうところに非常に気を遣って、情報も収集しながら、最終的にはどこかで、やはりこの

コロナ禍っていうのはワクチンなりが開発されて終息に向かっていくであろうというふう

に思っておりますが、経済もそれに合わせて、世界経済もどう変わっていくかもございま

すが、そういった終息期については、今回のコロナ禍に行った経済対策等々は果たしてど

うであったのか、そういった検証はしていくべきであろうというふうに考えておりますが、

現状としては、すみませんが、終息がいつになるのか、どういう状態で、そのときの経済

情勢がどうなのか、それはまだ見通せないということで、現状としては今の状況に合わせ

た対応策を的確に打っていく、そういう考え方でおります。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 こういう新しく各種支援事業をまとめたものを配っていただいておる、財源

も含めて、これはこれでいいと思うんですけど、問題は私が今申し上げてることも含めて、

中間的な報告をやっぱり議会にできるような体制ができんだろうかなっていう気がするん

ですね。この間、テレビで見たら、帝国データバンクっていうのがありまして、御存じの

ように、これはかなりやっぱりコロナ感染によって、東京周辺だったですけど、専門の方

が各企業を歩いて状況をつかみながら、それを本社で集約して、それを情報を流すという

ことをテレビの場で出ておりました。そういうものを考えたときに、米子市の区域内にお

いても、そういうような動きがどうなっているのかというようなものを、例えば中間的で

もいいから集約をして、やっぱり我々議会や、あるいは市民の方に情報として提供できる、

そういうことも非常に僕は大事なことじゃないかなという気がするんですけど、いかがで

しょう。 

○今城分科会長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 このコロナ禍の状況がある程度落ち着いてきて、その経済変動もある程

度状況が見通せるようになった段階で、やはりそういった委員からの御提案でございます

ので、そういった取りまとめを中間でもやっていくことを検討していきたいというふうに

思います。 

○今城分科会長 遠藤委員。 

○遠藤委員 分かった、分かった。終わりました。 

○今城分科会長 よろしいですね。 
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 ほかにはございませんか。 

 ないようですので、以上で経済部所管の審査を終わります。 

 予算決算委員会都市経済分科会を暫時休憩いたします。 

午後１時３０分 休憩 

午後１時３１分 再開 

○今城分科会長 予算決算委員会都市経済分科会を再開いたします。 

 予算決算委員会における分科会報告の意見の取りまとめを行います。報告に入れる意見

につきまして、委員の皆様の御意見を求めます。 

 岡村委員。 

○岡村委員 先ほど指摘させていただきましたけども、全国的にコロナ感染が広がる中で、

ＧｏＴｏトラベルキャンペーンのＰＲ強化事業を行うわけですけども、やはり米子市とし

てもコロナ感染防止対策を徹底していただきたいといったことについて付け加えていただ

きたいというふうに思います。 

○今城分科会長 ほかにはございませんか。 

〔「なし」と声あり〕 

○今城分科会長 では、ただいまの意見を分科会報告に取りまとめをしたいと思いますが、

委員の皆様、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○今城分科会長 それでは、以上の御意見を踏まえて文案を作成させていただきます。 

 以上で予算決算委員会都市経済分科会を閉会いたします。 

午後１時３２分 閉会 
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